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衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
我
が
国
の
生
物
多
様
性
の
評
価
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
」
が
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
生
物
多
様
性
基
本
法
（
平
成
二
十

年
法
律
第
五
十
八
号
。
以
下
「
基
本
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
「
生
物
多
様
性
国
家
戦
略

二
〇
一
〇
」
（
平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日
閣
議
決
定
。
以
下
「
国
家
戦
略
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
二
千
五
十
年
を

目
標
年
と
す
る
中
長
期
目
標
だ
け
で
な
く
、
二
千
二
十
年
を
目
標
年
と
す
る
短
期
目
標
を
掲
げ
る
と
と
も
に
、
お
お
む
ね
平

成
二
十
四
年
度
ま
で
に
取
り
組
む
べ
き
具
体
的
施
策
を
実
践
的
な
行
動
計
画
と
し
て
示
し
て
い
る
。
な
お
、
政
府
と
し
て
は
、

こ
れ
ら
の
目
標
及
び
行
動
計
画
に
つ
い
て
、
環
境
省
が
設
置
し
た
生
物
多
様
性
総
合
評
価
検
討
委
員
会
が
平
成
二
十
二
年
五

月
十
日
に
公
表
し
た
「
生
物
多
様
性
総
合
評
価
報
告
書
」
及
び
生
物
多
様
性
条
約
第
十
回
締
約
国
会
議
（
以
下
「
第
十
回
締

約
国
会
議
」
と
い
う
。
）
の
成
果
を
踏
ま
え
、
見
直
し
に
着
手
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

「
生
物
多
様
性
総
合
評
価
報
告
書
」
は
、
我
が
国
の
生
物
の
多
様
性
の
全
国
的
な
現
状
に
つ
い
て
生
態
系
の
区
分
ご
と
に

評
価
す
る
と
と
も
に
、
生
物
の
多
様
性
の
損
失
の
要
因
に
つ
い
て
生
物
の
多
様
性
を
取
り
巻
く
危
機
の
種
類
ご
と
に
評
価
し

一



た
も
の
で
あ
り
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
ご
と
に
分
析
を
行
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

三
に
つ
い
て

現
在
の
と
こ
ろ
、
基
本
法
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
生
物
多
様
性
地
域
戦
略
（
以
下
「
地
域
戦
略
」
と
い
う
。
）
を
定

め
て
い
る
都
道
府
県
又
は
市
町
村
は
、
千
葉
県
流
山
市
、
岐
阜
県
高
山
市
及
び
愛
知
県
名
古
屋
市
と
承
知
し
て
い
る
。
な
お
、

基
本
法
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
が
、
区
域
内
に
お
け
る
生
物
の
多
様
性
の
保
全
及
び
持
続
可
能
な
利
用

に
関
す
る
基
本
的
計
画
を
定
め
て
い
る
都
道
府
県
又
は
市
町
村
は
、
埼
玉
県
、
千
葉
県
、
愛
知
県
、
滋
賀
県
、
兵
庫
県
、
長

崎
県
及
び
福
岡
県
北
九
州
市
と
承
知
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

地
域
戦
略
の
策
定
に
つ
い
て
は
、
地
方
分
権
の
推
進
の
観
点
か
ら
、
基
本
法
第
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
努
力
義
務
と
さ

れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
ま
た
、
基
本
法
第
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
は
、
生
物
の
多
様
性
の
保
全
及
び
持
続
可

能
な
利
用
に
関
す
る
全
国
的
な
目
標
は
、
国
家
戦
略
に
お
い
て
定
め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

基
本
法
附
則
第
二
条
に
お
い
て
は
、
政
府
は
、
基
本
法
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
野
生
生
物
の
種
の
保
存
、
森
林
、
里

山
、
農
地
、
湿
原
、
干
潟
、
河
川
、
湖
沼
等
の
自
然
環
境
の
保
全
及
び
再
生
そ
の
他
の
生
物
の
多
様
性
の
保
全
に
係
る
法
律

二



の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

マ
グ
ロ
な
ど
の
水
産
資
源
を
確
保
し
、
そ
の
持
続
可
能
な
利
用
を
図
る
た
め
に
は
、
違
法
、
無
報
告
、
無
規
制
漁
業
等
海

の
生
態
系
に
悪
影
響
を
与
え
る
漁
業
の
防
止
等
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
政
府
と
し
て
は
、
大
西
洋
ま
ぐ
ろ
類
保
存

国
際
委
員
会
を
始
め
と
す
る
地
域
漁
業
管
理
機
関
や
国
際
連
合
食
糧
農
業
機
関
を
通
じ
、
そ
の
防
止
等
の
た
め
に
関
係
国
と

情
報
交
換
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
な
対
策
を
関
係
国
と
連
携
し
て
実
施
し
て
ま
い
り
た
い
。

六
に
つ
い
て

我
が
国
は
第
十
回
締
約
国
会
議
の
議
長
国
と
な
る
と
こ
ろ
、
生
物
の
多
様
性
に
関
す
る
様
々
な
重
要
課
題
に
つ
い
て
、
指

導
力
を
発
揮
し
、
関
係
国
及
び
関
係
機
関
と
力
を
合
わ
せ
て
、
か
け
が
え
の
な
い
地
球
を
子
ど
も
や
孫
た
ち
の
世
代
に
引
き

継
ぐ
た
め
に
、
政
府
全
体
で
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

三


